
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの優れた
輸出者の工場、倉庫等

　港　頭　地　区

・コンプライアンスを反映した審査、検査

申告

検査 許可

許可

「特定輸出申告制度」（コンプライアンス（法令遵守）の優れた者に対する輸出通関制度）の導入と効果

船積み

輸出者の工場、倉庫等 コンテナヤード（保税地域）

申告

―セキュリティ対策強化と国際物流の高度化に対応した物流促進の両立―

船積み

許可

検査 許可

一般の輸出申告

特定輸出申告

　
○　セキュリティ対策強化

○　国際物流の高度化に対応した
　　 物流促進

　　―　リードタイムの短縮
　　―　ＣＰをより一層審査・検査に反映
　　―　予見可能性の向上
　　―　コンテナヤードの混雑回避

税関手続

税関手続

　搬入

　改正の効果

コンプライアンスの優れた者について、貨物を保税地域に入れることなく輸出申告を行い、
輸出の許可を受けることができる。【平成１８年３月１日実施】


